
合併特例債の適用期間の再延長を求める要望意見書 
 

 合併特例債は、合併市町村における地域の「一体性の確立」及び「均衡ある発展」のため、市町

村建設計画に基づく建設事業への財源措置として「合併年度及びこれに続く１０か年」を限度とし

て発行できることで創設された。 

 その後、未曽有の被害をもたらした東日本大震災の教訓から、多くの合併市町村で各種建設事業

計画の見直しが行われ、特例債発行期間内での事業完了が困難であることから、東日本大震災の被

災地を除く合併市町村に対して、合併特例債発行期間の５年間延長がなされているところである。 

しかしながら「アベノミクス効果」による建設需要の増大や東日本大震災の復興促進、２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピック決定に伴う関連施設整備などにより建設資材の高騰や技術

者の不足がみられ、全国の自治体で入札不調が急増し、建設事業年度の延長を余儀なくされる合併

市町村が続出することが懸念される。 

こうしたことから、合併基盤整備事業が円滑かつ計画的に実施できるよう、政府においては、被

災市町村以外の合併特例債の発行期限を東日本大震災で被災した合併市町村と同様の期間となるよ

う延長されることを要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２７年６月２４日 

 

大空町議会議長  近 藤 哲 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 送 付 先 】 

 

・衆議院議長   大 島 理 森 

 

・参議院議長   山 崎 正 昭 

 

・内閣総理大臣  安 倍 晋 三 

 

・総務大臣    高 市 早 苗 

 

・財務大臣    麻 生 太 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


